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立地適正化計画の必要性 

久留米市立地適正化計画 基本方針 

久留米市立地適正化計画 基本方針（案） 



１．立地適正化計画の策定について 

１） 立地適正化計画策定の目的                           

 

 

久留米市は、都市づくりにおいて、人口減少と超高齢社会に対応するため、「久留米

市都市計画マスタープラン」（平成２４年１２月）を策定し、将来目指すべき都市像で

ある「コンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造」の構築を

進めています。 

また、人口減少の克服と超高齢社会に対応した都市づくりをあわせて行うことによ

り、将来にわたって持続可能な地域社会を形成することを目指し、「久留米キラリ創生

総合戦略」（平成２７年１０月）を作成しており、その中で、拠点の機能を高め、くら

し続けられるためのコンパクトなまちをつくるため「立地適正化計画」の作成、計画

の推進を掲げています。 

この「立地適正化計画」は、都市再生特別措置法に基づき定められた制度で、久留

米市都市計画マスタープランにおける将来都市像の具現化に向け、拠点周辺に人口密

度を維持し、日常生活に必要な生活サービス機能の誘導を目指す計画です。 

この計画に基づき関連施策を実施することで、中長期的にコンパクトな拠点市街地

の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 立地適正化計画とは                               

 

 

 

立地適正化計画とは、平成２６年８月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の

施行により、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の

居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与す

るもの（以下、「誘導施設」という。））の維持・誘導を図る計画として、市町村において策

定するものです。 

この立地適正化計画は、人口が減少に転じ、開発圧力が弱まる中、届出制度の運用や施

設設置の支援策などのインセンティブにより、中長期的に区域内へ誘導することで、将来

に渡りコンパクトで持続可能な拠点市街地を形成し、久留米市の魅力と活力の維持、向上

を図る計画です。 

 

※立地適正化計画に基づく居住誘導区域、都市機能誘導区域は、市街化区域及び用途地域内で指定する

ものとされています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市都市計画マスタープランにおける将来都市像の実現を目指します 都市全体の観点から、居住機能や商業・医療等の都市機能の立地、公共交通 

の充実等に関する包括的なマスタープランとして策定する計画となります 

＜立地適正化計画のイメージ＞ 
 

都市機能誘導区域 

生活関連サービスを誘導するエリアと当該

エリアに誘導する施設を設定 

誘導施設…病院、福祉施設、スーパーなど 

市街化区域・用途地域 

立地適正化計画の必要性 

 

 

 

 

 中心拠点 

地域生活拠点 公共交通 

将来にわたって維持・充実を

図る公共交通網を設定 

※ 久留米市都市交通ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ、

久留米市地域公共交通網形成

計画による 

出典：久留米市都市計画マスタープラン（H24） 

北 野 

善導寺 

荒 木 

大善寺 

三 潴 
城 島 

田主丸 

居住誘導区域 

市街化区域・用途地域内で居

住を誘導し人口密度を維持す

るエリアを設定 
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２．久留米市の現況と将来の課題 

 

 

 

 

 

 

� 久留米市における人口の推移                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 人口減少と高齢化により進展する課題 

１） 行政運営                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 交通                                      

 

 

 

 

 

 

 

３） 中心市街地                                    

 

 

 

 

 

 

 

４） 生活関連サービス（商業・医療・福祉施設など）                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口が減る」「人口構造が高齢者にシフトする」などの社会環境の変化は、地域経

済の縮小、産業・医療・福祉などの生活関連サービスの低下、地域公共交通の撤退縮

小、産業における労働力の不足、個人市民税の減少、扶助費の増加など、多面的な影

響を与えることが懸念されます。 

●人口推移 （資料：国立社会保障・人口問題研究所による推計を準拠し、2015 年国勢調査速
報値を反映） 

・人口減少が顕著で、２０１０年と比較し、２０５０年には約３割が減少する 

・２０１０年と比較し、２０５０年には高齢化率は１．８倍、生産人口は４割減少する 

 

○高齢化の進行に伴い、扶助費が増大することで、公共施設の改修や建
替えを行うための十分な予算の確保が困難になることが予想される 

○市街地の拡大・低密度化の進行が継続すれば、都市基盤施設の維持管
理などの行政サービスが低下する恐れがある 

【課題】 

公共施設の統廃合などによる量の見直しとコンパクトな市街地形成

や都市機能の集積により、限られた財源のなかで効率的な行政（都市）

運営を図ることが必要 

 

○公共交通利用者数の減少により、公共交通サービスの低下を招き、公
共交通空白地域がさらに増えることが懸念される 

【課題】 

公共交通の利便性を確保するため、公共交通沿線における人口密度の

確保や土地利用と連携した公共交通ネットワークの維持が必要 

○近年の中心市街地の居住人口は増加しているものの、歩行者数は減少
傾向にあり、市中心部の賑わい低下が市域全体の魅力低下を招く恐れ
がある 

【課題】 

中心市街地の求心力を高め活性化を図ることが必要 

○生活関連サービス（施設）の縮小・撤退が進行する恐れがある 

○生活利便性の低下を招く可能性がある 

【課題】 

生活関連サービスが維持できる圏域人口密度の確保が必要 

２
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65歳以上 15～64歳 0～14歳
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※ 本計画は長期的な視点にたった計画であることから、計画期間（2025 年）以降の将来人

口（2050 年まで）の推移も検証。 

※ 将来の課題を明確とするため、国立社会保障・人口問題研究所による推計を準拠してお

り、久留米市の将来人口を展望（出生率上昇・移動人口の均衡）した「久留米市人口ビジ

ョン」の値とは異なる。 

※ 平成２２年（２０１０年）以前（実績値）は人口総数に年齢不詳人口が含まれる。 

基準年次 
2010 年 

人口が約３割減少 

生産人口が約４割減少 

 

  高齢化率が約１．８倍 



５） 人口減少の更なる進行                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．立地適正化計画が目指す将来都市像 

１） 将来都市像                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人口減少による様々な問題が、都市の衰退を進行させ、更なる人口減
少の要因となり、負のスパイラルが続く 

【課題】 

集約型の都市構造への転換が必要 

コンパクトな都市構造 

現 在 

駅周辺など、みんなが訪れや
すい（徒歩や公共交通で容易
にアクセスが可能）地域に店

舗や病院を維持・誘導 

災害危険区域から 
安全な地域へ誘導 

中心拠点や地域生活拠
点間を結ぶ公共交通の
ネットワークが確保 

災害危険区域に 
住宅等が立地 

これまでの人口増加を背景に、郊
外にも店舗や住宅が立地するなど、

低密度な市街地が広がる 都市を取り巻く状況 
 
○人口の減少 
○高齢化の進行 

都市を取り巻く状況 
（将来） 

 
○人口の急激な減少 
○人口構成の変化 
 （高齢者の増加） 
○公共施設等の老朽

化（維持・更新費の
増大） 

空き家・空き 
ビルが発生 

公共交通路線の 
減便や廃止 

・公共施設（道路、公園、その他施設等）の量は変わらず、公共施設の維持（非効率化）が課題 
・公共交通の利用者減に伴い公共交通サービスの低下 
・中心市街地や地域の生活拠点で賑わいが低下 
・店舗などが撤退し、身近な場所での生活関連サービスの低下 
・空き家・空きビル等の発生や人口減少等による地域コミュニティ衰退により、治安が悪化 

・公共交通の利便性の高い地域に生活関連サービスや居住を誘導することで都市の持続性や魅力
が向上 

・徒歩での日常生活が可能となり、健康寿命が延伸 
・公共施設が居住地域の近郊に維持され、行政サービスを効率的に提供 

コミュニティが維持さ
れ、治安の悪化を防ぐ 

人口減少により店舗
や病院などが撤退 

 
このままだと・・・ 

生活関連サービス
（⼩売・飲⾷・医療

機関等）の縮⼩ 

税収減等による⾏政
サービス低下、イン

フラ⽼朽化 

地域公共交通
の撤退・縮⼩ 

空き家・空き店舗・
工場跡地・耕作放棄

地の増加 

住⺠組織の担
い⼿不⾜（⾃治

会,消防団） 
学校の統廃合 

就業機会 
（雇用）の減少 

地域コミュニティの 
機能低下 

図：人口減少がさらなる人口減少を生む 

長
期
的
な
時
間
軸
で
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
構
造
を
目
指
す 

このまま進むと 

  

３

人 口 減 少 

さ ら な る 人 口 減 少 

生活利便性の低下 地域の魅力の低下 



１．将来都市像の実現に向けて 

久留米市都市計画マスタープランとの調和を図り、中心市街地及びその周辺を含む「中心

拠点」と市域に点在する「地域の生活の拠点」について、それぞれの個性を活かしつつ必要

な都市機能を充実させながら、互いに連携を強化することで、不足する機能を補完しあう『コ

ンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造』を構築し、持続可能な都

市の実現を目指します。 

中心拠点においては、久留米市のみならず県南地域を牽引する拠点として都市活力の維

持・創出を図るとともに、地域生活拠点においては、生活関連サービスが身近に享受できる

土地利用の誘導を目指します。 

久留米市都市計画マスタープランに示す将来都市構造を実現するため、「久留米市立地適

正化計画」を策定し、この計画に基づき関連施策を実施することで、中長期的にコンパクト

な拠点市街地の形成を図ります。 

 

２．立地適正化計画に定める各事項の設定方針 

１） 立地適正化計画における各区域の考え方                     

久留米市都市計画マスタープランに示す各拠点形成の考え方を基本に「都市機能誘導

区域※1」を設定します。また、市街地における公共交通の利便性が高い区域を「居住

誘導区域※1」に設定します。 

※1各区域のイメージ（１ページ「立地適正化計画イメージ」参照） 

 

【立地適正化計画で定める都市機能誘導区域及び居住誘導区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 居住誘導区域の設定の考え方                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能

誘導区域 

中心 

拠点 

地域 

生活 

拠点 

等 

・ 県南の発展を牽引する高次都市機能※2 を集積する区域 

・ 地域の中心的役割を担う商業・業務・文化・交流の核を含む区域 

（対象箇所：中心市街地及びその周辺を含む地域） 

・ 日常生活に必要な生活関連サービス施設が集積し、日常生活圏の中心と

なる区域 

（対象箇所：総合支所や中心拠点へのアクセスが容易な鉄道駅周辺） 

 

居住誘導区域 
・ 一定規模の人口が集積することに加え、従来からの市街地の拠点となる

地区や誰もが安全・安心・快適に歩いて暮らせるまちとして公共交通の

利便性が高い区域 

※2 高次都市機能：中核市としての役割や周辺市町村を含めた広域圏を対象とする施設集
積による、教育、文化、医療、行政、産業、情報等の諸機能 

区
域
の
基
本
的
な
考
え
方 

○居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活関連サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域 

想定される区域 
・中心拠点及び地域生活拠点、並びにその周辺区域 
・中心拠点及び地域生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、拠点
に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

図：居住誘導区域の設定の考え方（イメージ） 

駅 

幹線 
バス停 

８００ｍ 

市役所・総合支所 

・一定規模の人口密度 

３００ｍ 

８００ｍ 

市街化区域又は 
用途地域内 
（必須条件） 

居住誘導区域 ・鉄道駅から徒歩圏内 

・市役所・総合支所から
徒歩圏内 

久留米市立地適正化計画 基本方針 

 

４

・バス停（基幹及び広域
幹線路線）の利用圏内 

・区域界は鉄道・バス停
等の利用圏の頂点を
結んだ地区を含む 

下記は誘導区域より除外（必須条件） 
・工業専用地域 
・災害の危険性のある区域 
・条例等により住宅開発が規制される区域 



３） 都市機能誘導区域の設定の考え方                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市機能誘導区域は、都市計画マスタープランにて位置付けた「中心拠点」「地域生活

拠点」毎に、区域設定を行います。 

 

 

 

 

 

４） 誘導施設の設定について                             

誘導施設（都市機能誘導区域内に立地）は、今後の人口減少や高齢化が進行したとし

ても、郊外部も含め地域生活圏域全体の居住者の生活利便性を維持するため、以下の考

え方を基本として設定します。 

①誘導施設設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②誘導施設設定について 

 「誘導施設」の設定は、以下の流れで設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
域
の
基
本
的
な
考
え
方 

○都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約すること

により、これら各種サービスの効率的に享受できる区域 

想定される区域 
・鉄道駅に近く都市機能が一定程度充実している区域 
・周辺からの公共交通や自転車によるアクセスの利便性が高く、都市機能が一定程度充
実している区域 

図：都市機能誘導区域の設定の考え方（イメージ） 

駅 

５００ｍ 

幹線 
バス停 

５００ｍ 

市役所・総合支所 

都市機能誘導区域 

市街化区域又は 
用途地域 

・市役所・総合支所から高齢
者の徒歩圏内 

居住誘導区域内 
（必須条件） 

下記は誘導区域より除外（必須条件） 
・工業専用地域 
・災害の危険性のある区域 
・条例等により住宅開発が規制される区域 

・鉄道駅から高齢者の徒歩圏 
かつ 

・生活関連ｻｰﾋﾞｽ施設が集積 

誘
導
施
設
の
基
本
的
な 

考
え
方 

○誘導施設は、人口減少・高齢社会においても、郊外部を含めた地域生活圏全体の居住者の

生活利便性を維持するため、都市機能誘導区域内に維持・確保する施設 

「中心拠点」「地域生活拠点」など、地域の役割からみて必要となる施設を設定します。ま
た、生活圏の広がりや市民意識調査、施設の連携・集約の考えを踏まえ設定します。 

想定される施設 
・高齢化の中で必要性の高まる施設（病院・診療所、社会福祉施設等） 
・子育て世代にとって重要な施設（幼稚園等の子育て支援施設、教育施設） 
・集客力があり、まちの賑わいを生み出す施設（文化施設、商業施設等） 
・公共施設（行政サービス窓口の機能を有する市役所等の行政施設 

地域特性からみる必要施設の検討・抽出（定性的検討） 

・「中心拠点」「地域生活拠点」など、地域の役割からみる必要施設を整理 

・人口、高齢化等の地域特性や生活圏の広がりから必要施設を整理 

・市民意識調査から市民が必要としている施設を整理 

・各地域で必要な施設について、充足状況を定量的に整理・確認 

各誘導区域への誘導施設の決定 

・定性的な整理結果から、各誘導区域に必要な施設を設定 

必要な機能の充足状況の分析（定量的分析） 

５ 



③各拠点における誘導施設の考え方 

●中心拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域生活拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 目標値と誘導施策の設定について                        

立地適正化計画を策定し、将来に渡り、市民全体の住みやすさや久留米市の魅力と活

力の維持、向上を目指します。 

立地適正化計画で目指す都市像実現への取り組みについて、その達成状況を評価する

ための指標として、目標値を設定します。 

また、具体的な取り組みとなる誘導施策についても、検討を行います。なお計画期間

については、概ね２０年後の都市の姿を展望しながら、「総合計画の基本構想」に合わせ、

２０２５年度（平成３７年度）までとします。 

 

 

３．今後のスケジュール等について 

１） 今後のスケジュール（予定）                             

今後については、パブリックコメントの実施や都市計画審議会の意見聴取を行いなが

ら、都市機能誘導区域や居住誘導区域の範囲、及びその区域内に必要な都市機能、施策

や目標値などをより具体的に設定し、今年度内の立地適正化計画の策定、公表を目指す

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中心拠点としての役割 

 県南地域を牽引する広域拠点、久留米市の中心拠点としての位置づけを踏まえ、高次都市機能
の集積を図ります。 

 

 

 

 

 

 

○市民が求める中心拠点としての機能 

 市民が中心拠点を利用する目的として、買い物、通院、金融関係が多くなっています（市民意識調
査における「中心市街地へ来る主な目的」）。このため、これら都市機能の集積を図ります。 

  

想定される施設 
・久留米市の賑わいや活力を創出する大規模集客施設、文化芸術交流施設など 
・県南及び久留米市の発展を牽引する高次医療施設など 

想定される施設 
・中心拠点における生活利便性を高める商業機能、医療機能、金融機能等 
 

○日常生活の利便性を享受できる拠点としての役割 

 各地域（生活圏）の日常生活の利便性を支える地域生活拠点としての位置づけを踏まえ、日常生
活関連サービス機能の集積を図ります。 

特に、高齢者が増加する将来の人口特性を踏まえ、高齢期における日常生活利便性の向上を図
ります。 

 

○市民が高齢期に求める住環境 

 市民が高齢期になったとき必要と考えている住環境について、買い物、医療、交通の利便性が多く
なっています（市民意識調査における「高齢期の住環境」）。 

 このため、これら市民が求める住環境の構築を図る機能の集積を図ります。 

 

 

 

 

 

 

想定される施設 
・日常生活に必要な商業機能、医療機能、金融機能等 
 

Ｈ２８．９ パブリックコメント（第１回） 

＜立地適正化計画作成の基本方針について＞ 

Ｈ２８．１０ 都市計画審議会 

Ｈ２８．１２頃 パブリックコメント（第２回） 

＜久留米市立地適正化計画の内容について＞ 

Ｈ２９．１頃 都市計画審議会  

Ｈ２９．３頃 計画策定（公表）  

６ 



２） その他の地域への対応について                            

立地適正化計画で定める誘導区域以外の地域についても、地域特性に応じた土地利用

やコミュニティの活力を維持しながら地域の生活を支える施策の検討を行います。 

 

▼各種区域設定のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   久留米市立地適正化計画 基本方針（案） 

 

平成２８年９月発行 

久留米市 都市建設部 都市計画課 

 

〒830-8520 福岡県久留米市城南町 15-３ 

電話 0942-30-9083 ファクス 0942-30-9714 

　都市機能誘導区域

　居住誘導区域

　市街化区域・用途地域

× 　鉄道駅

　高速道路

　道路

７ 


